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内国歳入局（以下「IRD」）は、香港公認会計士協会（以下「HKICPA」）との2019
年の年次会議において、以下について説明しました。

I. 香港財務報告基準第16号（以下「HKFRS第16号」）に基づく典型的なオペ
レーティング・リースの費用として勘定科目に計上される金額は、当該期間

において契約上の支払義務がない場合でも、損金算入の対象となる

II. 特定の状況において、香港で販促活動に従事している非居住者は香港に恒

久的施設を有するとみなされる場合がある

III. 内国歳入法（以下「IRO」）のセクション20B（2）に基づく非居住者への「未払

計上」は、香港支払人の会計処理で行われる未払計上を含む。そのため、
支払人が非居住者への契約上の義務に先立ち、非居住者の香港の税務上

の負債を源泉徴収することが要求される可能性がある

本アラートでは、関連する課題について説明します。IRDが当該会議で提示した

見解に対して疑問をお持ちの場合、または業務運営への影響に関してご相談を
希望される場合、税務専門家にご連絡ください。

IRDが、HKICPAとの年次総会で特定の事業所
得税の税務上の取扱いを明確化
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費用の損金算入の時点は通常、勘定科目に計上
される時期と同調

オペレーティングリースの下でフリーレント期間がある
場合、HKFRS第16号に基づいて認識されたリースに
係る営業費用の合計（物件の使用権及び関連する支
払利息の償却額）は、当該会計年度における実際の
契約上のリース料支払額とは異なることになります。次
の設例はその違いを示します。

設例1
A社は、2018年1月1日に年初から毎月2万香港ドル
のリース料で3年間の一般的なオペレーティング・リー
ス契約を締結しており、最初の6カ月間はフリーレント
です。次の図表は、（i）実際の契約上のリース料支払
額、及び（ii）3年のリース期間中において、HKFRS第
16号に従って損益勘定に計上されるリースに関する
営業費用の額を示しています。

香港で販促活動を行う非居住者企業は香港で課
税される可能性がある

IROのスケジュール17Gのセクション7（1）によると、
“非DTA締結国・地域の企業が次の活動を行う場合、
当該企業は香港に恒久的施設を有すると考えられま
す。

（a）当該企業を代表する者が香港において、

（i）反復的に契約を締結する

（ii）当該企業が重要な変更を加えることなく、日常的
に締結される契約に関し、その契約締結に繋がる主
要な役割を反復的に果たしている…”

上記の定義は一般的に、香港における非居住企業の
従属代理人恒久的施設（以下「PE」）とみなされること
で、当該非居住企業が香港で課税される可能性があ
ります。ここでは、非DTA締結国・地域とは、香港との
包括的二重課税防止協定を締結していない国・地域
を指します。

上記のPEの定義は、非DTA締結国・地域の居住者で
ある非居住者企業にのみ適用されることに留意すべ
きです。非居住者企業がDTA締結国・地域の居住者
に該当する場合、関連するDTAに含まれるPEの定義
は、スケジュール17Gのセクション7（1）が優先して適
用されます。

なお、当該活動が独立した代理人により、香港におけ
る通常の業務の一環として、当該非居住者企業のた
めに行われる場合、スケジュール17（G）のセクション
7（3）に基づき、当該活動は当該非居住者企業のPE
には該当しません。

HKICPAは、次の2つの設例で非DTA締結国・地域の
居住者である非居住企業が香港にPEを有するとみな
されるかどうかをIRDに確認しました（香港個人・法人
が従属代理人だと仮定する場合）。

設例2

1年目 2年目 3年目

（i）実際の契約上

のリース料の支払
額

HK$120,000 HK$240,000 HK$240,000

（ii）HKFRS第16号
で認識された営業
費用

HK$200,000* HK$200,000* HK$200,000*

* 3年契約のリース料総額が60万香港ドルに相当し、以上のように均等に配分される

フリーレント
期間

IRDは、損金算入の対象となる金額をそれぞれ1年目、
2年目、3年目会計上で認識されている200,000香港
ドルずつとみなしました。このため、A社が関連する年
度の税務申告を行う場合、当該会計処理の税額調整
を行う必要はありません。

上記のIRDの見解は、会計処理に関わらず、取引が資
本性か収益性かが争点で、その法的形態が一般に税
務上として優先されることを示しています。これは、資
本性取引か収益性取引かが論点となる場合において、
会計処理との関連は限定的で、本質的には法律上の
問題であるためです。

上記の説例では、IRDが当該支払を収益性費用として
損金算入の対象とみなしたのは、オペレーティング・
リースとして、期間にわたり支払われるリース料の法的
形式を参照したためです。HKFRS第16号により、契約
上の支払総額がまず、使用権資産として計上され、期
間にわたって償却される場合でも同様です。

しかしながら、発生時点については事実上の問題です。
この点、会計上で損益勘定に費用が計上される時点
が、一般的には実態を最もよく反映していると考えられ、
費用の損金算入の時点もそれに従います。

非居住者企業

（NRE）

香港個人・

法人

非DTA締結

国・地域

香港

サービス

費用

財やサービス提供の

ためのデジタルプラッ

トフォームを運営する

香港の潜在

顧客を定期

的かつ積極

的に勧誘す

る

顧客はオンラインで

NREと契約を締結す

るように指示される
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この説例では、当該香港個人・法人の従業員が香港
の潜在的顧客を対象にNREの製品又はサービスを購
入するように定期的かつ積極的に勧誘しています（メ
ルマガ配信、電話勧誘、または訪問など）。その後、顧
客はNREとの契約をオンラインで行うように指示されま
す。実際、契約はオンラインでのみ行うことが可能であ
り、NREが商品又はサービスを提供する前に完了する
必要があります。オンライン契約には標準条件（価格
設定を含む）が含まれており、香港個人・法人の従業
員は、それを変更する権限を持たず、顧客との個別に
交渉することができません。当該香港個人・法人は、当
該NREが香港の顧客から得た収益に基づいて報酬を
受け取ります。

IRDはその回答の中で、まず、スケジュール17Gのセク
ション7（1）に含まれる「当該企業が重要な変更を加え
ることなく、日常的に締結される契約に関し、その契約
締結に繋がる主要な役割を果たしている」という文言
が、この説例で例示される状況に適用されると述べて
います。

具体的には、当該文言は法的には契約が香港個人・
法人によって香港において締結されていなくとも、契約
の締結が香港代理人の非居住者企業のための活動
の直接的な結果として締結された場合を想定していま
す。IRDはこの解釈に対し、スケジュール17Gのセク
ション7（1）が経済協力開発機構のモデル租税条約の
第5条第5項に関するコメンタリーと整合していると述
べました。

以上のことから、IRDは、当該香港個人・法人が香港に
おいて上記のような勧誘活動を行うことにより、当該
NREによる実質的変更を伴わずに顧客とNREとの間で
契約を締結する上で主要な役割を果たしたと判断しま
した。

IRDは、当該香港個人・法人が契約条件を変更しな
かったことは、当該香港個人・法人がNREのために香
港で行った活動の直接的な結果として契約を締結した
という事実を変えるものではないと追伸しました。

そのため、スケジュール17Gのセクション7（1）及び
IROのセクション50AAK（1）により、当該NREは香港に
おいてPEを有するものとみなされるとともに、IROのセ
クション14（1）に基づき、香港において貿易、専門サー
ビスまたは事業を運営しているとみなされました。

設例3

この説例では、香港個人・法人の役割は変更され、顧
客以外への一般的なマーケティング活動のみに限定さ
れます（例：香港の展示会での販促資料の配布）。

IRDは、当該香港個人・法人が香港で行った活動が、
顧客とNREとの間の契約締結に直接的につながった
かどうかが争点になると回答しました。このように、この
質問への回答は事実次第となります。IRDは、当該香
港個人・法人が行った活動が単なるプロモーションや
宣伝にとどまらずに契約締結に至った場合、当該NRE
は香港にPEを有するとみなされるという考えです。

セクション20Bにおける契約上の支払義務に先
立つ香港支払人の源泉義務

IROのセクション20B（2）は、香港の法人名義（香港
支払人）で非居住者に支払われた、または未払計上
された金額がセクション20B（1）に記載されているも
の（例：ライセンス契約に基づくロイヤリティ）に該当す
る場合、当該非居住者は香港事業所得税が課される
ことを規定しています。

非居住者の香港の税務上の負債は、香港支払人を
通じて支払われることが可能です。したがって、香港
支払人はIROのセクション20B（3）に基づき、非居住
者の香港の税務上の負債をカバーするために、非居
住者への支払又は未払計上を行う場合、十分な金額
を源泉徴収することが認められています。

HKICPAは次の設例を通じて、セクション20B（2）の適
用上の「未払計上」を構成するものについての質問を
提出しました。

設例4

ライセンス契約に基づき、ロイヤリティが発生してから
18カ月後に、香港支払人は非居住者にロイヤリティを
支払うことが必要でした。したがって、香港支払人は
契約上、2018年12月31日に終了する年度に発生し
たロイヤリティを2020年6月に非居住者に支払うこと
が求められました。

IRDはこれに対し、同局は香港支払人が未払計上を
行うことにより、非居住者へのロイヤリティの支払義務
が発生していると判断すると述べました。同局の見解
では、そのような会計上の未払計上は、IROのセクショ
ン20B（2）に基づく非居住者への「未払計上」に該当
するとのことです。

このため、香港支払人は、2018年12月31日に終了
する会計年度の勘定に未払計上を行う際に、非居住
者の香港での納税義務を十分にカバーするための
「源泉徴収」が要求されます。未払計上が行われた時
点で、香港支払人は、非居住者への支払が契約上で
要求されていなかったとしても上述の場合に該当しま
す。

実務上、香港支払人の名義で請求される、2018年
12月31日に終了する年度の非居住者に対する課税
査定は、IRDが2020年6月までに行われる可能性が
あります。IRDが上記のように「未払計上」に該当する
ものと解釈した結果、香港支払人は、非居住者への
支払いが契約上求められる前に、非居住者の香港の
税金上の負債を「源泉徴収」する必要があります。
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